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1. 問題と目的 

児童相談所（以下，児相と略記）は児童福祉法第12条により設置が義務づけられている地方自治

体の行政機関である。18歳未満の児童とその家族を対象とし，児童の福祉を目的とした援助機関で

ある（厚生労働省，2013）。現在の児相は，市町村の児童家庭相談を援助する「市町村援助機能」，

調査・判定に基づき児童と家族への援助を行う「相談機能」，児童を家庭から分離する「一時保護機

能」，児童・保護者を児童福祉司等に指導させる，又は児童を児童福祉施設に入所させる「措置機能」，

親権喪失宣告の請求や未成年後見人選任等の「民法上の権限」の5つの機能を果たす（厚生労働省，

2013）。今に続く児相は，1947 年 12 月公布の児童福祉法により設置された（川﨑ら，2013）。児相

は，時代毎に変わる問題に対応し，児童と家族を支援するため，その役割を変えてきた（川﨑ら，

2013）。とりわけ，近年の児童虐待相談の急増により，児相の役割はこれまで以上に早く，大きく変

化することを余儀なくされている。一方，児相で働く児童福祉司の平均勤続年数を見れば，5 年以

下の職員が59％を占めており（厚生労働省，2015a），経験豊富とは言えない。また，これまで児相

の果たしてきた役割や歴史的経緯等，今後の児相のあり方を考えるための手がかりもないまま，目

前の過酷な役割を担わざるを得ないのが現状と言えよう。こうした中，これまでの児相の役割に関

する文献を俯瞰的に整理することは，大きく姿を変え続ける児相の有りようを把握し，今後の役割

を検討する上で有用であると思われる。これまでも，児相の役割やあり方を論じたものとして,介入

的ケースワークや司法関与の必要性とその課題を述べたもの（津崎,2004；内山,2016）,精神保健ニ

ーズが多いにも関わらず精神科医の関与が少なく,その改善を訴えるもの（小野,2007b；本間,2009）

がある。また,タイムスタディ（才村ら，2004）や児童福祉に関する歴史年表作りも行われてきた（川

﨑ら，2013）。ただし，いずれも主に「虐待対応」という視座から,その歴史的経緯や担うべき役割

を整理したものであり,虐待以外の通知や研究も含めて役割を検討したものではない。そのため,児

相役割の「俯瞰的」整理という意味合いにおいては十分とは言いがたい。一方で,児相は虐待といっ

た今日的課題への対応だけでなく,時代毎の広範なニーズに答えてきた。そのため,本研究では,これ

までの児相役割に関する通知や研究について,相談種別を限定せず,戦後の児相設立から幅広く，か

つ縦断的にレビューし，児相が担ってきた役割変遷を概観することを目的とする。 

2. 方法 

児相の役割やあり方を規定する厚生省・厚生労働省発行の指針や通知については，厚生労働省法

令等データベースサービスなどを用いて51件収集した。検索時期は児童福祉法が公布された1947

年から 2016年とした。また研究については「国立情報学研究所論文情報ナビゲータ」（CiNii）から
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「児童相談所／役割」「児童相談所／あり方」等をキーワードに検索し，71件収集した。検索時期

は指針・通知と同じく1947年から 2016年とした。指針・通知と合わせ，最終的に合計122件を本

研究のレビュー対象とした。選定の基準として，児相そのものと児相に勤務する各職種の役割につ

いての研究を採択した。ただし，広報誌やエッセイ，新聞記事等については除外した。 

3. 結果 

結果の整理については，10年を区切りとしたもの（加藤，2016）や，法律改正を区切りとしたも

の（竹中，2013）などがある。本研究では，川﨑ら（2013）の分類，具体的には，その時代毎の問

題や時代性を反映して国から出され，児相の役割に大きな影響を与える「指針」を区切りとする分

類方法に倣い，結果を5つに分けて整理する。 

Ⅰ期：1947年～1956年（児童福祉法公布から「児童相談所執務必携」刊行前まで） 

この時期の児相の役割として，戦災孤児の保護（厚生省，1948a）や浮浪児の一斉保護（厚生省，

1948b）に万全を期すよう，通知が出されている。また，児童の人身売買の防止を目的として，児相

が施設措置を積極的に行うことも指示されていた（厚生省，1949a，1949b，1949c）。ただし，施設

入所後に，施設から逃げ出す児童も少なくなかったため，児相が強制的に児童を施設に留まらせる

場合，どのような点に留意して行うべきか，そのあり方を指示する通知も出されていた（厚生省，

1950）。いずれの通知においても，戦災孤児や浮浪児といった，特定の児童への一時保護や施設措置

に関する役割を指示するものが中心である。なお，一時保護や施設措置を行う場合には，児相はむ

やみに施設収容するのではなく，科学的な根拠（判定）を持ってそれぞれの児童にふさわしい施設

への措置を行うことも求められるようになった（厚生省，1954）。ただし，浅賀（1951）は 1949 年

12 月に国連社会活動部から派遣された Alice Kenyon Carroll による指導をまとめた上で，当時の

児相を「未熟で不備で明確なディフィニションを欠き，非常に貧弱な予算のため人の配置に無理が

あり，目前に山積する仕事を誰でも手のあいた人が片付けるのに手一杯という最も非専門的なもの」

（p6）と指摘している。そして，児童の保護のみを行うのではなく，児相を児童相談部，一時保護

ホーム，児童指導診療部の3部制からなる「専門的組織」にすることを提案している（浅賀，1951）。 

Ⅱ期：1957年～1976年（「児童相談所執務必携」の時期） 

 1957年に刊行された「児童相談所執務必携」には，Ⅰ期において盛んに行われていた緊急保護だ

けでなく，問題が生じる前に相談を受け解決する時期に移り変わってきている，という記載がある

（厚生省，1957a）。そして「児童相談所執務必携」改訂版においては，児相がⅠ期のように問題を

抱えた特定の児童のみを扱うのではなく，広く一般の児童のしつけや性格・行動上の問題に対処し

ている様相が記載されている（厚生省，1964）。また，この時期の通知を見れば，まず知的障害児に

関して，通園が可能な児童については保護者の元から通園できるよう万全を期すことを指示する通

知が出された（厚生省，1957b）。同時に，より重度の知的障害児については施設入所できるよう施

設が用意されていた（厚生省，1958）。さらに，この時期の相談内容に目を向けると，施設入所の相

談から在宅での指導にその中心が変化しており（厚生省，1961a），「一般家庭からの相談の業務は増

加の傾向」であること，指導業務の重要性とさらなる充実の必要性も指摘されている（厚生省，1961b）。

児相の行っていた具体的な相談内容とその支援としては，児童の健全育成を目的とした巡回相談（厚

生省，1963），在宅重症心身障害児の訪問指導（厚生省，1967），シンナー等の乱用防止のための相

談指導（厚生省，1968），知的障害児への指導・相談を目的とした療育手帳制度の開始（厚生省，1973），
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非行対策の強化（厚生省，1976）などがあり，いずれも管内地域における予防的な指導・相談であ

った。ただし，在宅での指導や相談だけではなく，知的障害と視覚・聴覚障害の合併する障害の重

い児童については，Ⅰ期と同様，施設入所を行うよう指示がされていた（厚生省，1969）。 

Ⅲ期：1977年～1989年（「児童相談所執務提要」の時期） 

児童相談所執務提要（厚生省，1977）には，児相の主要業務として「一般家庭などから，児童の

養育についてのあらゆる相談を受け，必要に応じて児童の家庭状況，生活歴や性行などを，専門的

な角度から調査・判定をし，かつそれらに基づいて指導をすすめること」「こうした相談等の機能の

ほかに，児童を施設に入所させたり，里親に委託するいわゆる措置の機能と，更に必要に応じて児

童を一時保護する機能を持っている」（p7）と定義されている。また,心身障害児に対しては巡回療

育相談や短期入所を行うよう通知がなされている（厚生省，1980）。鈴木（1977）は,触法相談にお

いて触法行為の背景にあるニーズを掴むこと，施設措置を懲罰ではなく生活改善の一環と位置づけ

ることの重要性を示唆した。また，この時期には地域へのアウトリーチの必要性（福田，1977）が

訴えられ，問題行動の多い年長障害児を地域で育てるためにコーディネートを行った支援（梶浦，

1977）が報告された。この他にも，不登校児童への支援（坂野，1977）やいじめ問題への対応（厚

生省，1985），障害児への早期療育の取り組み（伊藤ら，1986；厚生省，1987a）と，地域における

多様な相談を受けるようになってきている。さらに，里親制度の普及啓発（厚生省，1987b）や特別

養子縁組における家庭裁判所との協力（厚生省，1987c）が通知されるなど，里親制度が本格的に始

まったのもこの時期である。また，中学卒業後に就職する児童が離職した場合，訪問指導や一時保

護を活用する旨の通知も出されていた（厚生省，1988）。さらに児相の役割について，養護相談や非

行相談，いじめ問題についても，家庭や地域へのアプローチの重要性が示唆されている（庄司，1986）。

一方，この時期の児相は「消極的福祉」と批判され（潮谷，1981a，1981b），待ちの姿勢であるクリ

ニカルなモデルから脱却し，一層地域に出向き支援する重要性が指摘されていた（大川，1989）。 

Ⅳ期：1990年～2004年（「児童相談所運営指針」の時期） 

1990年の児童相談所運営指針には，すべての児童が心身共に健やかに育ち，その持てる力を最大

限発揮できるよう援助すること，そのために児童の最善の利益を考慮することが明記された（厚生

省，1990a）。岡田（1990）は，触法相談においても，背景にある要保護性に着目して支援する重要

性を指摘している。また，この時期には，支援の強化を目的として，心身障害児通園施設における

療育機能の充実（厚生省，1990b），児童養護施設での不登校児童の支援（厚生省，1991），施設入所

を含めた家庭内暴力への対応（斎藤ら，1991），児童自立支援施設での指導の強化（厚生省，1994a），

いじめへの対応（厚生省，1994b），施設入所児童の早期の家庭復帰（厚生省，1995）など，多くの

通知が出されている。さらに重度心身障害児の処遇に関する調査（笹野・末光，1995）や通園事業

（厚生省，1996a），障害児地域療育支援事業（厚生省，1996b）や虐待のマネジメントモデル事業（厚

生省，1996c）についても実施されている。また，児童のパーマネンシーに配慮した児童記録票の作

成と管理を行うこと，養子縁組をはじめとした代替的養育の活用が訴えられている（矢満田，1996）。

そして，1997年の児童福祉法改正以降，自立支援施策を充実させ，支援の際に児童・保護者の意向

を確認すること（厚生省，1997a），児童虐待に適切な司法手続きをとること（厚生省，1997b），施

設入所児童の権利擁護と懲戒権乱用の禁止（厚生省，1997c，1997d），児童養護施設における自立支

援の明確化（厚生省，1998a,1998c），虐待には警察と連携し立入調査などの介入を躊躇しないこと
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（厚生省，1998b；厚生労働省，2004）など，主として児童の権利を擁護し，自立を支援する旨の通

知が出された。同時に，この時期には，事後処理的，救貧的発想の児童福祉から，権利擁護を支援

する予防的・積極的な児童福祉への変化が提言されている（青木ら，1997；高橋，1997）。そして，

児相に一層の専門的役割への変化が期待されること（藤江，1998），すべての児童が心身ともに健や

かに育つための役割を担うことの重要性が指摘されている（坂本，2001）。相談内容に目を向ければ，

この時期，虐待への対応が整理され（才村ら，1999），援助モデルが提示されるなど（竹中，2004a），

児相が虐待にどうアプローチするのかという検討が盛んに行われ始めた（才村，2000；津崎，2001；

井出，2004；松山，2004）。虐待対応において関係性の調整が求められること（遠藤，2000）やケー

スマネジメントを担う重要性が主張されていた（安部，2004）一方で，引取り要求の強い保護者に

児童を面会させた例（村田・鈴木，2001）も見られた。こうした例を受けて，この時期から虐待対

応においては福祉的対応のみならず，司法が関与すべきであるとの指摘もされている（才村，2001）。

津崎（2003,2004）もまた，虐待対応において親権の制限や立入り調査の必要性を訴えている。なお，

この時期には，障害相談等の「任意の相談」と虐待相談のように児相として介入が必要な「任意で

はない相談」が併存することが指摘されている（竹中，2004b）。 

Ⅴ期：2005年～2016年（「児童相談所運営指針」改訂版から現在まで） 

2005年の児童相談所運営指針改正により，虐待対応として効果的なソーシャルワークの確立に加

え，児童の権利擁護と司法関与の必要性が明記された（厚生労働省，2005a）。同時に,児相の相談機

能と専門性の強化の方針が打ち出された（厚生労働省，2005b）。宮島（2005）は，相談受付から48

時間以内に児童の安全確認に取り組む自治体を紹介している。一方，松橋（2006）は，児相職員へ

の暴力や脅迫等があり，安全の確保や警察との連携の必要性を訴え，厚生労働省も警察への援助要

請を行うことを通知している（厚生労働省，2006a）。権利擁護の流れは，在宅における虐待対応に

限らず，児童養護施設に入所する児童の権利擁護（厚生労働省，2006b）にもひろがった。ただ，こ

の時期においても，虐待対応に関してさらなる介入権限の強化が訴えられている（津崎,2009）。こ

うした中，民法が改正され，親権停止が可能になり（厚生労働省，2011a），児童の権利擁護を妨げ

る行為に対し必要な監護措置をとることができるようになったことで（厚生労働省，

2012a,2012b,2015b），より強力な法的対応を児相がとり，児童の権利擁護を行うことが求められる

こととなった。児相常勤弁護士の有用性（藤林，2015）や，さらなる法的関与の増大の必要性（内

山,2016）が訴えられる一方で，拡大する児相の権限行使に警鐘を鳴らす指摘（篠原，2015）もある。

また，この時期には日本子ども家庭総合研究所による虐待をした保護者支援の研究が多数発表され

ている（才村ら，2005；才村ら，2006；才村ら，2007；才村ら，2008；才村ら，2009；才村ら，2010；

才村ら，2012；才村ら，2013；山本ら，2008；山本ら，2009：山本ら，2010；山本ら，2011；山本

ら，2012；山本ら，2013）。いずれも虐待相談における保護者支援についての全国的な調査である。

そして，虐待対応に伴う児相の専門性向上に向けて，スーパーバイズのあり方が議論される（川﨑

ら，2011）だけでなく，死亡事例の検証や分析の実行が要請されている（厚生労働省，2011b）。さ

らに，虐待対応の増加に伴い，保健師の専門性（広中,2009；柴山，2011；魚谷，2011）,心理職の

支援のあり方（佐々木，2007；千賀，2013），精神科医の重要性（小野,2007a,2007b；本間,2009）

や保育士の役割（八巻・佐々，2010），助産師の役割（寺岡，2008）が論じられるなど，多職種の役

割について検討がなされている。さらに,児相と里親制度のあり方（林ら，2013；平田，2015），里
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（厚生省，1998b；厚生労働省，2004）など，主として児童の権利を擁護し，自立を支援する旨の通

知が出された。同時に，この時期には，事後処理的，救貧的発想の児童福祉から，権利擁護を支援

する予防的・積極的な児童福祉への変化が提言されている（青木ら，1997；高橋，1997）。そして，

児相に一層の専門的役割への変化が期待されること（藤江，1998），すべての児童が心身ともに健や

かに育つための役割を担うことの重要性が指摘されている（坂本，2001）。相談内容に目を向ければ，

この時期，虐待への対応が整理され（才村ら，1999），援助モデルが提示されるなど（竹中，2004a），

児相が虐待にどうアプローチするのかという検討が盛んに行われ始めた（才村，2000；津崎，2001；

井出，2004；松山，2004）。虐待対応において関係性の調整が求められること（遠藤，2000）やケー

スマネジメントを担う重要性が主張されていた（安部，2004）一方で，引取り要求の強い保護者に

児童を面会させた例（村田・鈴木，2001）も見られた。こうした例を受けて，この時期から虐待対

応においては福祉的対応のみならず，司法が関与すべきであるとの指摘もされている（才村，2001）。

津崎（2003,2004）もまた，虐待対応において親権の制限や立入り調査の必要性を訴えている。なお，

この時期には，障害相談等の「任意の相談」と虐待相談のように児相として介入が必要な「任意で

はない相談」が併存することが指摘されている（竹中，2004b）。 

Ⅴ期：2005年～2016年（「児童相談所運営指針」改訂版から現在まで） 

2005年の児童相談所運営指針改正により，虐待対応として効果的なソーシャルワークの確立に加

え，児童の権利擁護と司法関与の必要性が明記された（厚生労働省，2005a）。同時に,児相の相談機

能と専門性の強化の方針が打ち出された（厚生労働省，2005b）。宮島（2005）は，相談受付から48

時間以内に児童の安全確認に取り組む自治体を紹介している。一方，松橋（2006）は，児相職員へ

の暴力や脅迫等があり，安全の確保や警察との連携の必要性を訴え，厚生労働省も警察への援助要

請を行うことを通知している（厚生労働省，2006a）。権利擁護の流れは，在宅における虐待対応に

限らず，児童養護施設に入所する児童の権利擁護（厚生労働省，2006b）にもひろがった。ただ，こ

の時期においても，虐待対応に関してさらなる介入権限の強化が訴えられている（津崎,2009）。こ

うした中，民法が改正され，親権停止が可能になり（厚生労働省，2011a），児童の権利擁護を妨げ

る行為に対し必要な監護措置をとることができるようになったことで（厚生労働省，

2012a,2012b,2015b），より強力な法的対応を児相がとり，児童の権利擁護を行うことが求められる

こととなった。児相常勤弁護士の有用性（藤林，2015）や，さらなる法的関与の増大の必要性（内

山,2016）が訴えられる一方で，拡大する児相の権限行使に警鐘を鳴らす指摘（篠原，2015）もある。

また，この時期には日本子ども家庭総合研究所による虐待をした保護者支援の研究が多数発表され

ている（才村ら，2005；才村ら，2006；才村ら，2007；才村ら，2008；才村ら，2009；才村ら，2010；

才村ら，2012；才村ら，2013；山本ら，2008；山本ら，2009：山本ら，2010；山本ら，2011；山本

ら，2012；山本ら，2013）。いずれも虐待相談における保護者支援についての全国的な調査である。

そして，虐待対応に伴う児相の専門性向上に向けて，スーパーバイズのあり方が議論される（川﨑

ら，2011）だけでなく，死亡事例の検証や分析の実行が要請されている（厚生労働省，2011b）。さ

らに，虐待対応の増加に伴い，保健師の専門性（広中,2009；柴山，2011；魚谷，2011）,心理職の

支援のあり方（佐々木，2007；千賀，2013），精神科医の重要性（小野,2007a,2007b；本間,2009）

や保育士の役割（八巻・佐々，2010），助産師の役割（寺岡，2008）が論じられるなど，多職種の役

割について検討がなされている。さらに,児相と里親制度のあり方（林ら，2013；平田，2015），里
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親への支援（奈良ら，2011；三輪，2012；三谷，2013）,児童養護施設に児童が入所する上での支援

（山口，2007；茂木，2014）についても検討されている。 

4. 考察 

本研究では，我が国の児相の役割に関する文献をレビューし，児相の役割変遷を概観することを

目的としていた。考察では，時期ごとの役割を述べる形で，その変遷について検討する。 

（1）児童相談所の役割変遷 

Ⅰ期：「収容保護」を担う時期（1947年～1956年） 

 結果を見ると，戦災孤児の保護（厚生省，1948a）や浮浪児の一斉保護（厚生省，1948b）の通知

など，この時期に問題となっていた戦災孤児や浮浪児を収容する，いわば「収容保護」の役割を児

相が担っていたと言えよう。先行研究においても，戦後の社会的混乱の象徴として「戦災孤児」「浮

浪児」がいたこと，そして児相が「戦災孤児」「浮浪児」の保護や措置に力を注いでいたことが指摘

されている（川﨑ら，2013）。同時に，保護や措置に関しては，児相が科学的な根拠（判定）を持っ

て措置をする旨の通知も出されている（厚生省，1954）。それは，「戦災孤児」「浮浪児」にも当然様々

な特徴や性向の児童がおり，ひとくくりにすることが適切ではなかったことが，その背景にあった。

ただし，これは児童の福祉を目指したものでもあったが，主たる目的は浮浪児の施設定着の割合を

高めることで「治安維持」を行うことであった（内閣官房編，1976）。戦災孤児・浮浪児問題への処

方箋として，施設保護体制が形成されることとなったが，施設への保護にあたり，児相が施設への

媒介機関として，児童を個々の資質に応じて児童を振り分け収容保護するための「濾過器」の役割

を果たすようになっていったことが指摘されている（土屋，2014）。これらから，この時期の児相が

戦災孤児・浮浪児の「収容保護」の役割を担っていたことが推測される。 

Ⅱ期：「一般家庭への在宅指導」役割を担い始めた時期（1957年～1976年） 

 この時期には，Ⅰ期と比べると一般家庭からの相談が増加しており（厚生省，1961b），児相の役

割として，戦災孤児のように事後処理的に対応するのではなく，問題発生前に相談を受けて解決す

ること（厚生省，1957a）が求められていた。Ⅰ期の収容保護中心の役割からは，支援の方向性も変

化し，過酷な状況下にある児童を対象とした施設保護の役割だけでなく，広く「一般家庭への指導」

が役割として求められ始めた時期と言えよう。中でも，在宅重症心身障害児の訪問指導（厚生省，

1967）や療育手帳制度の開始（厚生省，1973）など，障害を抱える児童への支援が強く求められる

ようになっている。先行研究において，1960 年代初頭から 1970 年代は，児童福祉行政における施

設保護施策の重点が，児童養護施設等の社会的養護の施設から心身障害児施設の設置へと力点を移

した時期に該当していること，少産少死社会への移行に伴い，一般児童に対する健全育成へと軸足

を移動していく時期であったことが指摘されている（土屋，2014）。事実，この時期，相談件数の統

計上，施設措置の中心である養護相談については減少している一方，知的障害相談が大幅に増加し，

重症心身障害相談の統計も 1968 年に開始されている（川﨑ら，2013）。とはいえ，依然として収容

保護に関する相談は多く，児相役割の中核は措置（収容保護）であった（例えば厚生省，1969）。 

Ⅲ期：在宅指導の役割を「強化・展開する」時期（1977年～1989年） 

 この時期には，梶浦（1977）による年長障害児を地域で育てるための支援が報告され，いじめ問

題への対応（厚生省，1985）が通知されるなど，Ⅱ期にも増して在宅・通所における指導が役割の

中心となっている。すなわち,Ⅲ期はⅡ期での役割をさらに強化・充実していった時期と見ることが
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できる。児童相談所執務提要（厚生省，1977）においても，一般家庭などから，児童の養育につい

てのあらゆる相談を受けること，さらに“こうした相談等の機能のほかに”施設入所や一時保護す

る機能を持っている，との記載が見られるなど，Ⅰ期では中心的だった収容保護の役割が周辺的な

（補助的な）役割へと変わり，在宅・通所での指導が児相の役割の中心になりつつあることがわか

る。統計的にも 1977 年と 1989 年を比較すると，1 年間の施設措置件数は 4588 件減少する一方で，

児相の行う継続的な指導（在宅）は3806件増加している（川﨑ら，2013）。この時期，1970年代に

は児童養護施設の収容率は下がり続けており，国は対応施策として児童養護施設の減少を打ち出し

ていた（土屋，2014）。こうした入所率低下と施設存続への危機感を抱いた児童養護施設は，保護を

必要とする児童は家庭内に数多く存在しているにも関わらず，児相が見つけて保護することができ

ていない，という論を展開し始める（土屋，2014）。この時に児童養護施設が世論に強く訴えたのは

「児童の人権擁護の必要性とその保護」であった（土屋，2014）。こうした流れの中，児童虐待の社

会的発見と軌を一にした形で，Ⅳ期の「権利擁護」の役割が浮上することとなる。 

Ⅳ期：「権利擁護・自立支援」のための支援役割を担う時期（1990年～2004年） 

 1990年に刊行された児童相談所援助指針には，児童の最善の利益を考慮する必要と明記されるこ

ととなった（厚生省，1990a）。この背景には，1989 年，日本が子どもの権利条約に批准（川﨑ら，

2013）するなど，児童の権利擁護についての機運が高まったことがあった。障害相談であれば，以

前からあった通園施設での療育機能の充実（厚生省，1990b）や，地域療育支援事業の実施（厚生省，

1996a）が求められるようになった。そして，1997 年の児童福祉法改正以降，児童の権利擁護と自

立支援のための通知が複数出され（例えば，厚生省，1997a，1997b, 1997c，1997d），児相が権利擁

護の役割を担う流れが決定的なものとなった。すなわち，この時期には，Ⅲ期から方向性が変わり，

支援者である児相が主体となって行う指導から，児童の権利擁護のため，児童の権利を尊重し，児

童を主体として扱う形の支援に大きく変わっていると言えよう。そして，児童の権利侵害の最たる

ものという文脈において，児童虐待問題が浮上し始める。1990年には虐待件数の統計が開始され（川

﨑ら，2013），児相は児童に対する権利侵害の防止，すなわち権利擁護のため，児童虐待への対応を

本格的に始動する。ただし，この時期の児童虐待への対応は，あくまで支援的・福祉的に関わるこ

とが中心であった。言い換えれば，権利侵害という本質的には法的な問題に，そのまま法的に対処

するのではなく，従来の福祉的な支援方法を中心に置き，虐待問題に取り組んでいた（例えば，安

部，2004）。この状況は，権利擁護という法的問題に福祉的手法で対応する，という構造上の「ねじ

れ」を生んだ。その結果,引取り要求の強い保護者に児童を面会させた例（村田・鈴木，2001）に象

徴されるような，虐待対応の難しさも生むことになっていった。この困難を解消するための動きが，

V期における法的役割の強化，すなわち介入役割の先鋭化につながっていく。 

Ⅴ期：支援役割と共に，先鋭化する介入役割を担う時期（2005年～2016年） 

 V期に入ると，児童の権利擁護が明確化され（厚生労働省，2005a），親権停止（厚生労働省，2011a）

や監護措置（厚生労働省，2012a）等，児童の権利擁護を妨げる行為に対しては必要な法的手段をと

ることができるようになった。2007年には，児童虐待の防止等に関する法律と児童福祉法が改正さ

れ，解錠等を伴う臨検・捜索，施設入所中の児童との面会・通信の制限など，児童の権利擁護を担

う機関としての権限が強化され，より介入的な役割をとることが求められるようになった（竹中，

2013）。すなわち，この時期は，司法対応を積極的に行うことができる権限が付与されることで，Ⅳ
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できる。児童相談所執務提要（厚生省，1977）においても，一般家庭などから，児童の養育につい

てのあらゆる相談を受けること，さらに“こうした相談等の機能のほかに”施設入所や一時保護す

る機能を持っている，との記載が見られるなど，Ⅰ期では中心的だった収容保護の役割が周辺的な

（補助的な）役割へと変わり，在宅・通所での指導が児相の役割の中心になりつつあることがわか

る。統計的にも 1977 年と 1989 年を比較すると，1 年間の施設措置件数は 4588 件減少する一方で，

児相の行う継続的な指導（在宅）は3806件増加している（川﨑ら，2013）。この時期，1970年代に

は児童養護施設の収容率は下がり続けており，国は対応施策として児童養護施設の減少を打ち出し

ていた（土屋，2014）。こうした入所率低下と施設存続への危機感を抱いた児童養護施設は，保護を

必要とする児童は家庭内に数多く存在しているにも関わらず，児相が見つけて保護することができ

ていない，という論を展開し始める（土屋，2014）。この時に児童養護施設が世論に強く訴えたのは

「児童の人権擁護の必要性とその保護」であった（土屋，2014）。こうした流れの中，児童虐待の社

会的発見と軌を一にした形で，Ⅳ期の「権利擁護」の役割が浮上することとなる。 

Ⅳ期：「権利擁護・自立支援」のための支援役割を担う時期（1990年～2004年） 

 1990年に刊行された児童相談所援助指針には，児童の最善の利益を考慮する必要と明記されるこ

ととなった（厚生省，1990a）。この背景には，1989 年，日本が子どもの権利条約に批准（川﨑ら，

2013）するなど，児童の権利擁護についての機運が高まったことがあった。障害相談であれば，以

前からあった通園施設での療育機能の充実（厚生省，1990b）や，地域療育支援事業の実施（厚生省，

1996a）が求められるようになった。そして，1997 年の児童福祉法改正以降，児童の権利擁護と自

立支援のための通知が複数出され（例えば，厚生省，1997a，1997b, 1997c，1997d），児相が権利擁

護の役割を担う流れが決定的なものとなった。すなわち，この時期には，Ⅲ期から方向性が変わり，

支援者である児相が主体となって行う指導から，児童の権利擁護のため，児童の権利を尊重し，児

童を主体として扱う形の支援に大きく変わっていると言えよう。そして，児童の権利侵害の最たる

ものという文脈において，児童虐待問題が浮上し始める。1990年には虐待件数の統計が開始され（川

﨑ら，2013），児相は児童に対する権利侵害の防止，すなわち権利擁護のため，児童虐待への対応を

本格的に始動する。ただし，この時期の児童虐待への対応は，あくまで支援的・福祉的に関わるこ

とが中心であった。言い換えれば，権利侵害という本質的には法的な問題に，そのまま法的に対処

するのではなく，従来の福祉的な支援方法を中心に置き，虐待問題に取り組んでいた（例えば，安

部，2004）。この状況は，権利擁護という法的問題に福祉的手法で対応する，という構造上の「ねじ

れ」を生んだ。その結果,引取り要求の強い保護者に児童を面会させた例（村田・鈴木，2001）に象

徴されるような，虐待対応の難しさも生むことになっていった。この困難を解消するための動きが，

V期における法的役割の強化，すなわち介入役割の先鋭化につながっていく。 

Ⅴ期：支援役割と共に，先鋭化する介入役割を担う時期（2005年～2016年） 

 V期に入ると，児童の権利擁護が明確化され（厚生労働省，2005a），親権停止（厚生労働省，2011a）

や監護措置（厚生労働省，2012a）等，児童の権利擁護を妨げる行為に対しては必要な法的手段をと

ることができるようになった。2007年には，児童虐待の防止等に関する法律と児童福祉法が改正さ

れ，解錠等を伴う臨検・捜索，施設入所中の児童との面会・通信の制限など，児童の権利擁護を担

う機関としての権限が強化され，より介入的な役割をとることが求められるようになった（竹中，

2013）。すなわち，この時期は，司法対応を積極的に行うことができる権限が付与されることで，Ⅳ
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期の役割である「児童の権利擁護」を強化，さらには先鋭化している時期と言える。これは，Ⅳ期

で生まれた権利擁護という法的問題に福祉的手法で対応せざるを得ない「ねじれ」の解消を，家庭

裁判所の積極的な介入等の司法インフラの整備という形ではなく，福祉行政機関である児相の法的

権限を強化する形で解消する流れといえる。フランスをはじめ，欧米においては,介入役割を司法機

関が担い,支援役割を行政機関が担う形で役割が分担されているため（水野，2010），一つの行政機

関が相反する役割を担うことなく介入と支援の両立が可能になっている。日本の児童福祉が抱える

構造的問題は，一機関が支援役割と共により先鋭化された介入役割を両立しなければならない難し

さを生む。山本（2013）は，児相が介入役割から支援役割へ，あるいは支援役割から再び介入役割

へと柔軟に役割を変化しつつ児童虐待に対応することは簡単ではないと指摘した。ただし，そうし

た中でも，この役割を両立させるべく工夫された実践も行われている（例えば佐々木・田中，2016）。 

（2）役割変遷をめぐる課題 

児相は,戦後まもなくは収容保護の役割を担い，次第に一般家庭を対象とした指導を行うようにな

った。その後は権利擁護の観点から児童主体の姿勢へと変化し，現在では法的強化を伴い権利擁護

を先鋭化する形で虐待対応を担っている。また，この変化は一定の割合で変化してきたというより

も，ある方向性を維持・強化する時期もあれば，方向性自体を大きく変える時期も見られた。これ

までは,虐待対応という限定された視座から,その役割変遷が粗描されることはあったが,本研究で

は,虐待以外の相談も含め,俯瞰的に通知と研究を検討した上で,その役割変遷について明細化し，今

後の役割を検討する素材を提供した点に一定の意義があろう。一方，一連の変遷から浮かび上がる

のは，社会的課題があり，その課題を受けて通知や法制度が整備され，あるいは反対に現場での実

践を追認・後押しする形で通知や法制度が形成され，役割が変遷してきた動勢である。中でも重要

なのは，現場での実践を通知に反映する形での役割変遷であろう。田嶌（2009）は「現場は学問の

はるか先を行っている」と喝破したが，現場が直面するリアルな課題を,最も敏感に感じられる最前

線から発信し，役割を主体的に変遷させることが必要である。事実,虐待対応の先鞭となった通知は,

大阪府による先進的な実践を後押しする形で出された（津崎,2004）。ただし,こうした社会的課題に

対応するプロセスでは，基本的に「外側（社会側）」のニーズを意識・優先することになる。一方で,

このプロセスでは，来談者の視点,いわば「内側」の視点から考える姿勢を削ぐ「圧」に,陰に陽に

晒されることになる。虐待対応で言えば,虐待を減らすことが求められ,躍起になるうちに，虐待を

行う人の内側,すなわちその苦しみや人生といった視座から事態を吟味する姿勢が失われやすくな

る傾向である。そのため，社会的課題に取り組まざるを得ない児相（本間,2009）においてこそ，「内

側」の視点が重要となる。その一例は「生きる心理療法」の視点（皆藤，2010）である。この視点

は，心理療法において，クライエントがどのような世界で生き，どのように世界を見ているかを想

像する視点であり，心理療法に限らず「援助」を行う領域であれば，いずれにおいても援助の基底

をなす姿勢であろう。介入役割が強まる現在であればなおさら，こうした視点を持って児相の役割

を担うことは，今後児相が本質的な意味で「相談所」として生き残るための鍵となると思われた。 
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児童相談所の役割変遷と課題 
佐々木 大樹 

要約 
本研究では，児童相談所の役割とその変遷、抱える課題について文献レビューを通じて検討した。

文献レビューの方法として，1947 年から 2016 年までの，児童相談所に関する国の通知と研究論文

を選び，調査を行った。最終的な検討文献は 122 件となった。調査の結果，児童相談所が時代ごと

に担ってきた重要な役割がいくつか明らかになった。具体的には，児童を施設に収容保護する役割

（Ⅰ期），一般的な家庭に向けての指導役割（Ⅱ期），指導役割の展開と強化（Ⅲ期），児童の権利を

擁護する役割（Ⅳ期），介入役割と支援役割の双方の担い手（Ⅴ期）の5つの役割を担ってきた。ま

た，これらの役割は時代毎に大きく変遷していることが本研究によって明らかになった。さらに，

児童相談所に関するいくつかの課題についても検討を行った。 
 
 

Roles and Issues of Child Guidance Centers 
SASAKI Daiki 

Abstract 

This paper presents a literature review regarding the roles, transitions, and issues of child guidance centers. 

National policy notifications and articles about child guidance centers from 1947 to 2016 in Japan were 

investigated. A total of 122 papers were extracted and reviewed. The results indicated several important roles 

of child guidance centers. The roles of child guidance centers are placement of children in institutions (Phase I), 

beginning guidance roles for general households (Phase II), developing guidance roles(Phase III), advocacy for 

children (Phase IV), and effective combination interventive and supportive roles (Phase V). The results of this 

study clearly indicated that the roles of child guidance centers have changed significantly over the years. 

Moreover, several problems regarding child guidance centers are discussed. 

 
キーワード：児童相談所 レビュー 役割変遷 虐待 
Keyｗords ：child guidance center, review, role transition, child maltreatment   
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